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ご挨拶
　　石川県行政書士会会長　向井　隆郎
　　日本行政書士会連合会会長　宮本  重則
      石川県知事　馳　浩

令和７年度 第６回理事会報告
全国会長会報告
令和７年度 日行連と中地協の連絡会および第1回担当者会議報告
パブリシティ
特集 行政書士法改正の意義～国際業務の観点から～
シリーズ AIと行政書士業務 第2回「AIに離婚協議書の原案を作らせてみた」
永野副部長の広報支援させてください ！
特集 石川県知事からの感謝状贈呈式
復興支援の現場から ～多賀聖道会員(七尾市)～
業務部 災害復旧・復興支援業務報告
社会貢献事業部 災害復旧・復興支援活動報告
支部だより
宮崎県行政書士会との意見交換会報告
高知県行政書士会との意見交換会報告
特集 広報月間報道機関訪問
特集 令和7年度 広報月間総括
コスモス石川活動報告
石川県外国人材受入サポートセンター活動報告
令和７年度 行政書士試験実施について
北陸信越運輸局 石川運輸支局長との懇談会報告
会員のコーナー
会務日誌
新しい14人の仲間紹介・事務局員挨拶
会員の動き

【表紙写真説明】
金沢城整備工事と行政書士法の改正を重ね合わせて…
　金沢城の長い歴史の中で幾度となく整備工事が行われてきた
ように、行政書士法もまた、時代の変化に合わせて改正を重ねて
きました。今年は、1951年（昭和26年）2月22日に行政書士法が
制定されてから75周年という節目の年にあたります。
　今回の行政書士法改正は、特定行政書士の業務拡大や、無資
格業者への規制の明確化など重要な内容を含んでいます。言い
換えれば、私たち行政書士一人ひとりが担う責任は、これまで以
上に大きくなるということでもあります。この法改正を真摯に受け
止め、国民と行政をつなぐ架け橋として、国民生活の向上と社会
の繁栄・発展に貢献していきたいものです。

75周年記念誌発行に乞うご期待を
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3 Gemini先生の回答

　ここまで私がしたことは、「相談事例」のPDFファイル
を読み込ませ、数行のプロンプトを記載したに過ぎま
せん。これに対して、AI行政書士Gemini先生はすぐに
回答を導き出しました（上画像参照）。具体的には、以
下の3点を法的に適切な形へ修正・調整してくれました。

❶「養育費の額を一生変更しない」という条項
　　事情の変更（病気や失職等）があった場合に増減
額を請求する権利は法的に認められており、完全に
封じることは困難です。

❷「養育費を払わないなら面会させない」という条件
　　養育費と面会交流は法的に「別物」として扱われ
ます。これらをリンクさせると公正証書の作成を断ら
れるケースがあるため、条文を分けて実効性を高め
ます。
❸「夫の再婚を許さない」という条項
　　個人の「婚姻の自由」を著しく制限する内容は公
序良俗に反し、法的に無効となる可能性が極めて高
いため、今回は排除しました。

　Gemini先生は、これらの点を踏まえ、朋子様の権利
を最大限に守りつつ、すぐに公正証書化できる形式の
離婚協議書として、同時に原案を提案してくれました。

4 Gemini先生による離婚協議書の原案

　Gemini先生は一瞬で離婚協議書の各条文まで作成
してくれます（上画像）。

　小松市の荒川行政書士事務所の荒川朋範です。
　この度、「AIと行政書士業務」シリーズの2回目として、
AIに離婚協議書の原案を作らせてみました。今回は、生
成AI「Gemini」を使用し「プロンプト＊」に基づき、私が作
成した「相談事例」をもとに、離婚協議書の草案を作成し
てもらいました。ただし、「相談事例」の中には、離婚協議
書に記載するには不適切な要望もあえて含んでいます。
　果たしてAI行政書士、Gemini先生は、「相談事例」を的
確に読み取り、ご依頼者様の意向に沿い、かつ不適切な
要望を排除した離婚協議書の草案を作成できるのでしょ
うか？
＊プロンプト（Prompt）とは、AI（人工知能）に対する「指示」や「命令」
　のことです。

1 相談事例を読み込ませる
　まずはGeminiに対して相談事例を読み込ませます。
PDFファイルのまま読み込ませることができます。

※「相談事例」の内容はQRコードを読み
　取ってご覧ください
　パスワード　79AI1

　「相談事例」について今回私が用意した離婚協議書
に記載するには不適切なポイント（罠）を簡潔に説明し
ます。これらは、Geminiには伝えておりません。

①「養育費を払ってもらえないのなら、面会交流もさせ
ません」
→養育費と面会交流は全く別の問題であるため、養
育費の支払いを面会交流の条件にすることは不適切。

②「何があっても養育費の額を変更しない」
→民法では、合意（協議）後であっても予見できない
事情変更があったときには、養育費の変更を認めて
いる（民法880条）。よって、養育費の額の変更を一
切認めない取り決めは不適切。

③「夫の再婚を許さない」
→夫（元配偶者）の私的自治（婚姻の自由）を不当に
制限するため、不適切。

２ プロンプトを与える

　今回はGeminiに対して指示を与えるため、Geminiの画
面に直接、上画像のようなプロンプトを入力しました。

広報・監察部　部員　荒川 朋範

第2回「AIに離婚協議書の原案を作らせてみた」
シリーズ AIと行政書士業務
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　清算条項（10条）、合意管轄（11条）、公正証書作成
（12条）、ご依頼者様の意向に沿っています。

7 不足点（注意すべき点）
　「相談事例」には、「財産分与は、特にしませんが、後
からになって共有の財産であると言われて蒸し返され
ては困ります。そのあたりのトラブルを防ぐ一文が欲し
いです。」とあるものの、Geminiには、上記の意向をカッ
トされてしまいました。
　この点については、「甲及び乙は、名義人が明らかな
財産については、当該財産の各名義人にそれぞれ所
有権が帰属することを相互に確認する」という趣旨の
記載を入れるべきでした。
　なぜなら、「相手方名義の財産である〇は、実質的に
は共同で使用しており、共有財産である。よって、その
〇につき財産分与を求める。」というトラブル（蒸し返
し）が考えられるからです。
　もっとも、清算条項があるので、このようなトラブルが
発生する可能性は低いですが、念のために各自財産に
関する条項を入れておいても良いかと思いますし、ご
依頼者様の意向にも沿うかと思います。

8 結語
　「相談事例」では、基本的なケースを想定し、多少の
「罠」を仕掛けましたが、Geminiは、「罠」を見破り、概ね
ご依頼者様の意向に沿った内容で離婚協議書の原案
を作成していました。「AIもなかなかやるな」というのが
素直な感想です。
　このようにAIの進展はすさまじく、我々の脅威となり
うると感じた一方、これらをうまく利用できればかなり
の業務効率の改善になるとも感じました。
　それと同時に、これからは、AIと共生しつつも、核とな
る部分や、人とのコミュニケーションについては、自分
なりの矜持と責任をもって、AI（機械）ではなく行政書
士（人）として対応していくことが大切だと思います。

【参考文献】
吉岡睦子、榊原富士子編著『Q＆A 離婚相談の法律実務』
（株式会社民事法研究会、2020年）
みらい総合法律事務所編著『応用自在！契約書作成のテ
クニック』（株式会社日本法令、2020年）
髙井翔、竹下龍之介、中村啓乃、宮﨑晃、本村安宏『離婚
協議書・婚姻契約条項例集』（日本加除出版株式会社、
2023年）
白井可菜子、中村剛、北周士、武内優宏『Q＆A 離婚後の
法律実務』（日本加除出版株式会社、2025年）

※「離婚協議書（原案）」の全文はQR
　コードを読み取ってご覧ください
　パスワード　79AI2

5 その他のGemini先生からのアドバイス

　Gemini先生は、単に離婚協議書の条文を作成する
にとどまらず、離婚協議書に関する法的なアドバイスも
行ってくれました（上画像）。

6 評価点（優れている点）
　さすがはAI、私が仕込んだ罠を見極め、排除した離
婚協議書の草案を出してきました。
　離婚の合意（1条）をまず確認することで、離婚協議
の成立を明確にしています。
　離婚に際し、親権者の決定（2条）が必要です。
　養育費（3条）について、始期と終期を明確にしてい
ます。また、「それぞれ」を付し、複数の子にも対応して
います。「支払う」と断言している（給付文言）点も良い
です。（「支払うものとする」では、支払う必要性を確認し
たにすぎないと評価される恐れがあり、強制執行認諾
文言付きの公正証書でも強制執行できない可能性が
あります。）養育費の変更可能性についても、うまく言及
しています。
　面会交流（5条）についても、養育費と面会交流の条
件付けの罠を回避しています。
　婚姻費用（6条）も概ね適切に記載しています。ただ、
振込手数料の負担者の記載はすべきです。
　謝罪文言（7条）も採用しており、ご依頼者様の意向
に沿っています。
　年金分割（8条）については、趣旨は伝わりますが、当
事務所では、「甲と乙は、本日、厚生労働大臣に対し、対
象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決
定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5と
することに合意した」などと記載することが多いです。
　通知義務（9条）では、Geminiでは、「本協議書に基づ
く支払が完了するまでの間」と期間を付しています。「相
談事例」では特に言及はありませんでしたが、必要に応
じて期間を定めることも有用です。
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間が掛かりました。相続人が20数名いたので、遺産分

割協議を作り同意していただく形を取りました。

Q5 支援員・相談員になられたキッカケを教えてく
　 ださい。
　七尾市在住で震災を経験したこと、自宅が大規模半

壊の判定を受けて公費解体するために申請手続きや

その前提となる相続手続きを経験したことで、相談員

として声が掛かりました。

Q6 支援員や相談員は、どこからの依頼になりますか。
　珠洲市や七尾市での「公費解体申請の支援員」は

本会業務部からの依頼です。

　また本会の社会貢献事業部からの依頼で、能登各

地で行われている「被災者支援のための相談会の相

談員」を務めました。志賀町での「罹災（被災）証明の

申請・再調査申請等や建物解体に係る相談・申請サ

ポート等を行う支援員」、七尾市での「建物解体に係る

相談・申請サポート等を行う支援員」についても社会

貢献事業部からの依頼でした。

　これらに参加させていただいたことで、自分の知識

も身についたように思いました。

　

Q7 支援員・相談員としては、どこの役所にどのく
　  らいの期間派遣されましたか。また、1ヶ月の
　  中での日数等を教えてください。
　志賀町へは令和6年4月～令和6年6月頃、珠洲市

へは令和6年6月～令和7年3月頃、七尾市へは令和6

年8月～令和8年1月末迄（※取材時点）の派遣となり

ます。　

　1ヶ月の中での派遣日数としては、相談会は隔週3日

間程度、申請補助は月5日程度です。珠洲市へは、1度

の派遣で3日間（2泊）となりました。

Q8 珠洲市へは、宿泊を伴う派遣ということですが、支援に
　　行くまでの道路状況や宿泊状況等をお聞かせください。
　珠洲市民図書館へは、片道100分かかりました。道

路状況が悪い上に、大型トラックが多く道が混雑して

Q1 行政書士として令和２年８月の登録ですが、
　 行政書士になるまでの経歴を教えてください。
　学校卒業後、サラリーマンをした後、アルバイトを

しながら行政書士受験準備を行い試験合格後、開業

しました。

Q2 行政書士を目指すキッカケを教えてください。
　難しい試験を受験してみようと思ったのがキッカ

ケです。行政書士の仕事内容は全く分からなくて、業

務内容については試験合格してから考えることにし

ました。

Q3 現在の取り扱い業務はどのような業務になり
　　ますか。
　震災前は、殆ど建設キャリアアップシステムの登録業

務を行っていました。

　震災後は、市役所・役場での手続き相談業務を行って

います。志賀町役場では、罹災証明の発行手続き、珠洲

市では、公費解体申請者のフォローを行いました。七尾

市役所では、令和7年8月29日までは公費解体の申請者

フォロー、令和8年1月30日までは自費解体の申請者の

フォローを行うこととなります。

Q4 ご自宅の状況は、どのような様子でしたか。
　家が傾いて40％以上の損壊でした。次がきたら終

わりだという状況でしたので、大規模半壊の判定を受

け、令和6年秋に公費解体をしました。所有者は先代

の登記のままでしたので、戸籍集めから始まりました。

田舎では登記は済んでいないのが殆どですね。

　解体の同意に関して相続人全員の同意は不要かと

思いましたが、全員の同意が必要となり次に同意書集

めを行いました。戸籍を取得するのに半年程度の時

復興支援の現場から ～多賀聖道会員(七尾市)～

前川 仁恵会報グループリーダー

多賀 聖道会員の紹介
所　属　七尾支部
登　録　令和2年8月1日
事務所　七尾市国分町カ2番地2
　　　　タウニィ・谷内201号室
座右の銘「努力は天才に勝る」
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した。一人一人に寄り添うというのは、なかなか難しい

ですが、その点は非常に大切だと感じました。

Q11 今回の派遣を契機に行政との関わりで感じ
　　たことなどございますか。
　コミュニケーションが大事ですね。ただ行政も千差

万別で、珠洲市と七尾市は違いますし、輪島市と珠洲

市も違います。行政書士としては、それぞれの行政機

関にコミットしてその行政のやり方を尊重して、柔軟

な方法で行っていく必要があると思います。

　例えば、複数相続人がいる建物の公費解体を申請

するためには「相続人全員の同意」が必要となるので

すが、これが得られない場合の宣誓書方式の活用に

対する姿勢が市町によって異なります。宣誓書方式に

関しては、環境省と法務省からは案内が出ています

が、「宣誓書を使っても差し支えない」という表記しか

ない、「やりなさい」とは書いていないのが現状です。

その曖昧さゆえに行政も混乱しますし、市民の方も混

乱するというのを感じました。

　そのため、宣誓書方式を厳格に運用している市町

では、申請者の「宣誓書が使えないのか」という主張

と、行政の「基本的には使えない」という主張の中で、

行政書士は両者の板挟みになり大変でしたね。行政

書士として、双方としっかりコミュニケーション出来る

人でないと対応は難しかったです。私も精神的に苦労

しました。

いました。

　ホテル事情も悪く、扉が歪み、鍵がかからない状態

でしたし、女性が単独で宿泊するのは止めた方が良い

と思っていました。殆ど男性が宿泊していたと思い

ます。

　ご飯の提供はなく、コンビニにも食料が無くなる状

況で、ドラックストアやスーパーで残っている食料を買

う等しました。あの時期は食料を選んでいたら駄目な

時期でしたね。お風呂に関しては、ホテルでは、お湯

は出ました。寝るところもあり、恵まれてはいたと思

います。

Q9 珠洲市での支援の内容や気をつけていたと 
　  ころなど教えてください。
　珠洲市では、公費解体の申請受付が令和7年3月迄

で、申請は混雑しました。朝8時30分～17時迄(休憩

は60分)で行政書士会からは1人の派遣でした。ある

程度、相続手続を知っている方が担当していまし

た。

　市民の方のお力になることが行政書士としての役

割なので、そのために市役所職員との連携を常に意

識していました。申請者の情報を貰いたいですし、こち

らとして出来ることを一つでも多くお手伝いさせてい

ただくためにも、その点は守っていました。他の行政書

士の方にも、その点は留意していただくようにしてい

ました。

Q10 能登半島地震発災から支援員や相談員とし
　　て県民市民の皆様に対応していただいてお
　　りますが、感じられたことなどございますか。
　申請者や相談者の抱えている事情も様々です。それ

に対応するためには、マニュアルだけではダメで、状

況把握も必要です。これらの点には、行政書士として

のスキルの差があるなと思いました。この差を埋めな

ければいけないのですが、私自身、埋めることができ

ずに申請者を混乱させたケースもありますし、制度だ

け知っていれば良いということでもないです。

　例として、「公費解体した後、その土地はどのように

されるのですか…」と質問されることが多かったので

すが、その後を把握していかないと駄目かなと思いま
七尾市役所での業務の様子
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※掲載した写真は、多賀
会員が生成AIで作成
されたものです。最
近、趣味の一環で、作
成されたようです。

Q12 現在の支援としては、七尾市役所での自費
　　解体申請の支援ですか。
　そうです。令和8年1月末迄の予定ですが、1ヶ月毎

に期限を決定しており、延長になる可能性もあるよう

です。行政書士会としては、今のところ1月末迄入る予

定をしています。現在は、主に多賀、中川(幸)先生、坂

元先生、川森先生が担当しています。

　七尾市では、自費解体の飛び込み相談が多いです。 

しかし、1月末までには間に合わない方もいると思い

ます。というのも、公費解体に関しては申請してから解

体になりますが、自費解体は解体後の申請で逆になる

からです。こうした状況にはありますが、自費解体の申

請期間は、自費解体制度が令和7年度予算で運用さ

れている関係で、延長されないと思います。

　自分としては、申請期間終了後には、肩の荷が下り

て気持ちが楽になると思います。

Q13 能登の現在の復旧・復興に関してどのよう
　　にお感じになられていますか。
　復旧も進んでいない方もいらっしゃれば、復興に向

けて進んでいらっしゃる方もいるので、一概には早い

か遅いかを判断することは出来兼ねます。まだ道もガ

タガタですし、復旧・復興が進んでいるかというと、全

体的に見たら進んでいないとみています。

　七尾市だけでみたら、公費解体もようやく一段落し

そうですし、「なりわい補助金」を申請されている方も

いますから、肌感としては復興が進んでいるように感

じます。

　珠洲市・輪島市に関しては、あれだけ人口が流出し

ており、どのくらいの方が戻ってくるか分からない状

況なので、復興出来るかと言えば難しいかもしれな

いと思ったりもします。

　

Q14 震災支援を通して、我々行政書士に必要な 
　　こと、学ぶべきものなどがございましたら
　　教えてください。
　もっともっと積極的に被災者支援制度や各種申請

等に関する知識を学ぶことが必要だと思います。

　10年に1度の震災。僕らのやってきたことはたくさ

んありますが、基本的に質問されたことを答えるだけ

にとどまっている場合が多いのが現状です。もっと知

識をつけて能動的に関与していかないと全員を助け

ることはできない。声なき声を拾っていかないと助け

ることはできない。中途半端な知識ではダメなので

す。そのことを強く感じました。ただ当番で入っただけ

ではダメですね。その一因としては勉強会が少なかっ

たというのもありますね。

　知識ある行政書士が対応することで、私達、行政書

士の存在意義を、もっと県民・市民の方に知っていた

だかないといけないと思います。

Q15 今後も能登半島へ災害派遣する上で必要な
　　ことは何かありますか。
　実際に派遣された会員に講師をお願いし、半年に1

回あるいは3ヶ月に1回のペースで良いので勉強会を

開催して欲しいです。そうしないと困っている方を助

けられないです。

　また派遣された会員同士が、どこが足りなかったか

をきちんと協議をして、チームとして対応していかな

いといけないです。個々がそれぞれの知識で戦ってい

てもダメです。やはりチームとしてコミットしていかな

いといけないですね。行政書士会として支援に行って

いるわけですから、集団で支援を行う上では情報を共

有していきたいです。

Q16 今回の経験を踏まえて、将来の災害派遣に
　　備え準備しておくべきことはございますか。
　振り返りがあればよいですね。1回や2回ではなく、

定期的に振り返りがあればよいと思います。知識の積

み上げを最新のものにしておいて、万が一災害があっ

たときに全員がエースとして出動できるようにする。石

川県だけでなく、近隣の県で災害が起こった時に応援

として派遣できる体制を整えていただきたいです。
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業務部 災害復旧・復興支援業務報告

業務部長　野村 薫

て補助金申請書類を共同で作成する業務となり、総支

援件数1,335件のうち397件が当業務となります。専門

家としての知識、技能が大きく生かされる業務であり、

令和7年度以降、特に支援業務の中心となっています。

（2）能登事業者支援センターでの支援業務について 

　当会では能登事業者支援センターに2泊3日の交代

制にて週2名ずつの会員派遣を行っており、相談対応、

申請書類作成サポートの両業務に携わっております。

　また、令和7年7月1日より、これまでのと里山空港で

相談対応業務を行っていた月曜日と水曜日において

「輪島商工会議所」および「珠洲商工会議所」に訪問し、

申請書類作成サポート業務に従事しております。活動の

幅が広がったことでより多くの事業者にきめ細かい支

援ができるようになり喜びの声も多数いただいておりま

す。

　令和6年1月1日に発生した能登半島を中心に甚大な

被害をもたらした令和6年能登半島地震。2年を過ぎた

現在においても復興の道は半ばにあります。当会では

震災発生直後より県内各自治体や他仕業と連携して復

興支援業務を行ってまいりました。

　本稿では、現在も支援が継続している「事業者支援

センター」および「七尾市役所」での支援業務について

業務内容と実績を報告いたします。

1.事業者支援センターにおける支援業務の報告
　事業者支援センターとは、事業者向けに震災直後か

ら開設された災害復興支援相談窓口となります。本セン

ターは令和8年1月現在、のと里山空港内および石川県

庁内の2か所に設置されております。

　当会は石川県より委託を受け令和6年2月19日より

のと里山空港内「能登事業者支援センター」、令和7年6

月3日より石川県庁内「金沢事業者支援センター」での

支援業務に参加しております。これまでの事業者支援セ

ンターでの支援業務の延べ実績は、令和7年12月末時

点において、支援日数529日、支援件数1,335件に達し

ております。

（1）事業者支援センターでの支援業務の内容について

　事業者支援センターにて当会会員が行う支援内容は

大きく分けて「相談対応業務」と「申請書類作成サポー

ト業務」の2つに分かれます。

　「相談対応業務」とは「なりわい再建支援補助金」を

中心とした被災事業者向けの補助金について、電話お

よび対面にて相談対応を行う業務となり、総支援件数

1,335件のうち938件が当業務となります。特に震災発

生初期において各支援制度に対し正しい理解が得られ

ぬまま今後の事業活動に不安を抱える事業者が多く、

そういった不安を少しでも解消する一助になれたと

感じております。

　「申請書類作成サポート業務」とは、事業者と対面に

輪島商工会議所「相談の様子」

輪島商工会議所「相談ブース」
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なり、令和8年1月30日の自費解体受付終了後も、2月

13日まで継続支援を行うことが決定しています。

　七尾市における行政書士の活動は、「制度はあるが

使いこなせない」という現実に向き合い、行政と住民の

間に立つ専門職としての役割を改めて浮き彫りにしま

した。

　支援制度の複雑さや被災後の生活再建に伴う不安

の中で、住民の声に耳を傾け、丁寧に寄り添いながら申

請を支えることは容易ではありません。

　それでも、支援にあたった会員一人ひとりの誠実で

地道な取り組みを七尾市役所および関係機関の皆さま

が温かく受け止めてくださったことが、信頼につながり、

継続支援という形で実を結んだのだと感じております。

終わりに
　今回の支援は、行政書士が地域において担い得る役

割の大きさを、改めて気づかせてくれるものであり、今

後の災害支援や行政手続支援においても貴重な財産

となるものと考えております。

　これまで支援業務にご尽力いただいた会員の皆さま

には、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

　石川県行政書士会ではこれからも、地域の皆さまに

寄り添い、制度を「使える形」にするための専門職とし

て、誠実な支援を一つひとつ積み重ねてまいります。

（3）金沢事業者支援センターでの支援業務について 

　当会では金沢事業者支援センターに毎週火曜日、木

曜日各1名ずつの会員派遣を行っており、申請書類作

成サポート業務に携わっております。被災事業者の中に

はサポートを受けるために能登まで足を運ぶことが難

しい方も多く、そういった方の受け皿としての役割を果

たしております。

2.七尾市における支援業務の報告
　七尾市では令和6年9月9日より、公費解体制度の円

滑な申請を支援するため、当会会員が七尾市役所内に

常駐し、来庁者からの相談対応、書類確認、不備修正な

ど、多岐にわたる業務に携わってまいりました。

　令和7年1月6日からは、市街地中心部のパトリア4階

に新たな相談窓口が開設され、公費解体専門員を派遣

することで、市役所とパトリアの2箇所体制による公費

解体申請支援が本格化しました。

　令和7年8月29日の公費解体受付終了をもって、公費

解体申請支援は一区切りとなりましたが、その間の支

援実績は以下のとおりです。

　市役所会場では支援日数236日・相談件数1,108件、

パトリア会場では支援日数161日・相談件数797件に

達し、申請が滞っている相談者に対しては、会員が聞き

取りを行い、七尾市職員や関係機関との調整を重ねつ

つ書類整備を整えることで、申請手続きを少しずつな

がら前へ進めることができました。

　こうした日々の支援の積み重ねから、七尾市から一定

の評価をいただいたことで、公費解体受付終了後の令

和7年9月1日からは、自費解体申請への対応や、公費

解体申請済書類の審査業務の一部を引き継ぐかたち

で、七尾市役所内に2名体制での支援が継続することと

なりました。

　また、8月までパトリア会場にて公費解体申請の窓口

業務に携わっていた経験豊富な会員が市役所支援に

加わったこともあり、9月からの支援を混乱なく進めるこ

とができたものと受け止めております。

　令和7年9月1日から12月26日までの七尾市役所に

おける支援実績は、支援日数76日・相談件数414件と

七尾市役所「行政書士ブース(2名体制)」
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